
  

一 

令和 5 年 8 月 1 日 (火曜日) 千 葉 県 報 第１３８５９号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

土
地
改
良
区
定
款
の
変
更
認
可

二
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

地
方
自
治
法
施
行
令
に
基
づ
く
徴
収
事
務
の
委
託 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

 
 

公 
 

告 

○ 

千
葉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
事
業
計
画
概
要
書
の
送
付
及
び
縦
覧

三
件

 
 

 
 

二 

○ 

宅
地
建
物
取
引
業
法
に
基
づ
く
処
分 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

落
札
者
等
の
公
告 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
三
百
四
号 

 

土
壌
汚
染
対
策
法

平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

特
定
有
害

物
質
に
よ

て
汚
染
さ
れ
て
お
り

土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

 

 

な
お

当
該
区
域
は

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則

平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号

第
五
十

八
条
第
五
項
第
十
号
に
該
当
す
る
区
域
で
あ
る

 

 
 

令
和
五
年
八
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

指
定
す
る
区
域 

山
武
郡
芝
山
町
殿
部
田
字
三
種
田
一
七
七
番
一
三

一
七
七
番
一
三
地
先

一
七

七
番
一
八

一
七
七
番
二
〇

一
七
七
番
二
一

一
七
七
番
二
二

一
七
七
番
二
二
地
先

一
七
七
番

二
三

一
七
七
番
二
三
地
先

一
七
七
番
二
四
及
び
一
七
七
番
二
五

字
池
下
二
〇
七
番
一
五

二
〇

七
番
一
五
地
先

二
〇
八
番
一
四

二
〇
八
番
一
四
地
先

二
〇
八
番
一
五

二
〇
八
番
一
五
地
先

二
〇
九
番
一
五

二
〇
九
番
一
五
地
先

二
〇
九
番
一
六

二
〇
九
番
一
六
地
先

二
一
〇
番
一
四

二
一
〇
番
一
五

二
一
〇
番
一
五
地
先

二
一
〇
番
一
六

二
一
〇
番
一
七

二
一
〇
番
一
七
地
先

二
一
一
番
二
の
一
部

二
一
一
番
二
地
先

二
一
一
番
一
一

二
一
一
番
一
一
地
先

二
一
二
番
二
の

一
部

二
一
二
番
二
地
先

二
一
二
番
一
〇
の
一
部

二
一
二
番
一
一
の
一
部

二
一
二
番
一
三

二

一
二
番
一
三
地
先

二
一
三
番
一
の
一
部

二
一
三
番
九
の
一
部

二
一
三
番
一
〇
の
一
部

二
一
四

番
一
の
一
部

二
一
五
番
九

二
一
五
番
一
〇

二
一
五
番
一
〇
地
先

二
一
六
番
一
〇

二
一
六
番

一
一

二
一
六
番
一
一
地
先

二
一
七
番
九

二
一
七
番
一
〇

二
一
七
番
一
〇
地
先

二
一
八
番

九

二
一
八
番
九
地
先

二
一
九
番
五

二
一
九
番
五
地
先

二
一
九
番
六

二
一
九
番
六
地
先

二

二
〇
番
五

二
二
〇
番
五
地
先

二
二
〇
番
六

二
二
〇
番
六
地
先

二
二
一
番
五

二
二
一
番
五
地

先

二
二
一
番
六

二
二
一
番
六
地
先

二
二
二
番
四

二
二
二
番
四
地
先
及
び
二
二
三
番
二
地
先

字
池
の
内
二
二
四
番
一

二
二
四
番
一
地
先

二
二
四
番
二

二
二
四
番
二
地
先

二
二
四
番
四

二

二
四
番
四
地
先

二
二
四
番
五
の
一
部

二
二
四
番
六
の
一
部

二
二
四
番
七
の
一
部

二
二
五
番

一

二
二
五
番
二

二
二
五
番
二
地
先

二
二
五
番
三

二
二
五
番
三
地
先

二
二
五
番
四

二
二
五

番
四
地
先

二
二
五
番
五

二
二
五
番
五
地
先

二
二
五
番
六

二
二
五
番
六
地
先

二
二
五
番
七
の

一
部

二
二
五
番
七
地
先

二
二
五
番
八

二
二
五
番
九

二
二
六
番
一
八

二
二
六
番
一
八
地
先

二
二
六
番
一
九

二
二
六
番
一
九
地
先

二
二
六
番
二
〇

二
二
六
番
二
〇
地
先

二
二
六
番
二
一

二
二
六
番
二
一
地
先

二
二
六
番
二
二
の
一
部

二
二
六
番
二
二
地
先

二
二
六
番
二
三
の
一
部

二

二
六
番
二
三
地
先

二
八
六
番
三

二
八
六
番
四

二
八
六
番
四
地
先

二
八
八
番
二
の
一
部

二
八

九
番
の
一
部

二
八
九
番
地
先

三
〇
二
番
三
の
一
部
及
び
三
〇
二
番
三
地
先

字
土
手
内
三
〇
二
番

五
及
び
三
〇
二
番
五
地
先

字
後
谷
五
八
三
番
八
の
一
部

五
八
三
番
一
〇
の
一
部

五
八
三
番
一
三

の
一
部

五
八
三
番
二
八

五
八
三
番
二
九
の
一
部

五
八
三
番
三
〇
の
一
部

五
八
三
番
三
一

五

八
三
番
三
二

五
八
三
番
三
三
の
一
部

五
八
三
番
三
四
の
一
部

五
八
三
番
三
五
の
一
部

五
八
三

番
三
六
の
一
部

五
八
三
番
三
七

五
八
三
番
三
七
地
先

五
八
三
番
三
八

五
八
六
番
二

五
八
七

番
二

五
八
八
番
の
一
部

五
八
九
番
二
及
び
五
九
〇
番
二

字
厚
朴
台
六
〇
二
番
二
の
一
部
及
び
六

〇
二
番
二
地
先

字
柳
谷
五
八
四
番
及
び
五
八
五
番
並
び
に
字
奥
柳
六
二
八
番
二
の
一
部

六
二
八
番

二
地
先

六
二
九
番
の
一
部

六
二
九
番
地
先

六
三
〇
番
の
一
部

六
三
〇
番
地
先

六
三
二
番
三

の
一
部
及
び
六
三
二
番
三
地
先
並
び
に
横
芝
光
町
谷
台
字
西
耕
地
四
二
九
番
二
の
一
部

四
二
九
番
二

地
先

四
六
八
番
二

四
六
八
番
二
地
先

四
六
九
番
二

四
六
九
番
二
地
先

四
七
〇
番
二
の
一

部

四
七
〇
番
二
地
先

四
七
一
番
二
の
一
部

四
七
一
番
二
地
先

四
七
二
番
二
の
一
部

四
八
五

番
二

四
八
五
番
二
地
先

四
八
六
番
二

四
八
六
番
二
地
先

四
八
七
番
二

四
八
七
番
二
地
先

四
八
八
番
二

四
八
八
番
二
地
先

五
一
〇
番
二

五
一
〇
番
二
地
先

五
一
一
番
二

五
一
一
番
二

地
先

五
一
二
番
二

五
一
二
番
二
地
先

五
一
三
番
二

五
一
三
番
二
地
先

五
一
四
番
二

五
三

三
番
二

五
三
三
番
二
地
先

五
三
四
番
二

五
三
四
番
二
地
先

五
三
五
番
三

五
三
五
番
三
地

先

五
三
五
番
五

五
三
六
番
三

五
三
六
番
四
及
び
五
三
七
番
二
並
び
に
姥
山
字
吹
上
五
六
八
番
二

の
一
部

五
七
〇
番
二

五
七
一
番
二

五
七
一
番
三

五
七
一
番
三
地
先

五
七
一
番
四

五
七
一

番
四
地
先

五
七
二
番
二

五
七
二
番
二
地
先

五
七
二
番
三

五
七
二
番
三
地
先

五
七
三
番
四

五
七
三
番
四
地
先

五
七
三
番
五
の
一
部

五
七
八
番
二

五
八
〇
番
一
の
一
部

五
八
一
番
二
の
一

部

五
八
二
番

五
八
三
番
四

五
八
三
番
五

五
八
四
番
四

五
八
四
番
五
及
び
五
八
四
番
六
並
び

に
字
膝
上
五
九
三
番
二
の
一
部

別
図
の
と
お
り

 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種

類 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物 

 

別
図

は

省
略
し

千
葉
県
環
境
生
活
部
水
質
保
全
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

 

 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

5

年

8 

月

1

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１３８５９号 令和 5 年 8 月 1 日 (火曜日) 

千
葉
県
告
示
第
三
百
五
号 

 
土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

成
田
用
水

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
五
年
七
月
二
十
四
日
付
け
で
認
可
し
た

 

 
 

令
和
五
年
八
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 

千
葉
県
告
示
第
三
百
六
号 

 

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

長
生
郡
一

宮
町
東
部
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
五
年
七
月
二
十
四
日
付
け
で
認
可
し
た

 

 
 

令
和
五
年
八
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 

千
葉
県
告
示
第
三
百
七
号 

 

地
方
自
治
法
施
行
令

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

保

育
士
登
録
申
請
手
数
料

保
育
士
登
録
証
書
換
え
交
付
手
数
料
及
び
保
育
士
登
録
証
再
交
付
手
数
料
並
び

に
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
登
録
申
請
手
数
料

国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
登
録
証
書
換

え
交
付
手
数
料
及
び
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
登
録
証
再
交
付
手
数
料
の
徴
収
事
務
を
次
の
と
お

り
委
託
し
た

 

 
 

令
和
五
年
八
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

所 
 

 

在 
 

 

地 

委 
 

託 
 

期 
 

間 

社
会
福
祉
法
人
日
本
保
育
協

会 

理
事
長 

大
谷
泰
夫 

東
京
都
千
代
田
区
麹
町
一
丁

目
六
番
地
二 

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和

六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

公

告 

 
 

 

千
葉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
事
業
計
画
概
要
書
の
送
付
及
び
縦
覧 

 

千
葉
県
環
境
影
響
評
価
条
例

平
成
十
年
千
葉
県
条
例
第
二
十
六
号

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り

次
の
と
お
り
事
業
計
画
概
要
書
の
送
付
が
あ

た

 

 

そ
の
関
係
図
書
は

千
葉
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
並
び
に
銚
子
市
企
画
課

銚
子
市
役
所
豊
里
出

張
所

銚
子
市
役
所
豊
岡
出
張
所
及
び
旭
市
環
境
課
に
お
い
て

令
和
五
年
八
月
一
日
か
ら

当
該
事
業

に
関
し
事
業
者
か
ら
送
付
さ
れ
縦
覧
す
る
環
境
影
響
評
価
方
法
書
の
縦
覧
期
間
の
初
日
の
前
日
ま
で
縦
覧

に
供
す
る

 

 
 

令
和
五
年
八
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

事
業
者
の
名
称

代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

銚
子
風
力
開
発
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

伊
坪
輝
雄 

銚
子
市
小
浜
町
二

六
四
四
番
地
の
二
五 

二 

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類 

 
 

仮
称

銚
子
風
力
発
電
所
リ
プ
レ

ス
事
業 

発
電
用
電
気
工
作
物
の
設
置 

三 

対
象
事
業
が
実
施
さ
れ
る
べ
き
区
域 

 
 

銚
子
市
垣
根
見
晴
台

松
岸
見
晴
台

長
塚
町

柴
崎
町
及
び
八
木
町
の
各
一
部
並
び
に
旭
市
八
木

の
一
部 

四 

事
業
計
画
概
要
書
の
送
付
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
七
月
七
日 

  
 

 

千
葉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
事
業
計
画
概
要
書
の
送
付
及
び
縦
覧 

 

千
葉
県
環
境
影
響
評
価
条
例

平
成
十
年
千
葉
県
条
例
第
二
十
六
号

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り

次
の
と
お
り
事
業
計
画
概
要
書
の
送
付
が
あ

た

 

 

そ
の
関
係
図
書
は

千
葉
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
及
び
習
志
野
市
都
市
環
境
部
環
境
政
策
課
に
お

い
て

令
和
五
年
八
月
一
日
か
ら

当
該
事
業
に
関
し
事
業
者
か
ら
送
付
さ
れ
縦
覧
す
る
環
境
影
響
評
価

方
法
書
の
縦
覧
期
間
の
初
日
の
前
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る

 

 
 

令
和
五
年
八
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

事
業
者
の
名
称

代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

習
志
野
市 

習
志
野
市
長 

宮
本
泰
介 

習
志
野
市
鷺
沼
二
丁
目
一
番
一
号 

二 

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類 

 
 

習
志
野
市
新
清
掃
工
場
建
設
事
業 

廃
棄
物
焼
却
等
施
設
の
新
設 

三 

対
象
事
業
が
実
施
さ
れ
る
べ
き
区
域 

 
 

習
志
野
市
芝
園
三
丁
目
二
番
一
号
及
び
二
号 

四 

事
業
計
画
概
要
書
の
送
付
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
七
月
七
日 

  
 

 

千
葉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
事
業
計
画
概
要
書
の
送
付
及
び
縦
覧 

 

千
葉
県
環
境
影
響
評
価
条
例

平
成
十
年
千
葉
県
条
例
第
二
十
六
号

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り

次
の
と
お
り
事
業
計
画
概
要
書
の
送
付
が
あ

た

 

 
そ
の
関
係
図
書
は

千
葉
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
並
び
に
市
原
市
環
境
部
環
境
管
理
課
及
び
市
原

市
役
所
市
原
支
所
に
お
い
て

令
和
五
年
八
月
一
日
か
ら

当
該
事
業
に
関
し
事
業
者
か
ら
送
付
さ
れ
縦

覧
す
る
環
境
影
響
評
価
方
法
書
の
縦
覧
期
間
の
初
日
の
前
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る

 

 
 

令
和
五
年
八
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

事
業
者
の
名
称

代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

株
式
会
社
Ｔ
＆
Ｈ
エ
コ
み
ら
い 

代
表
取
締
役
社
長 

徳
山
重
男 

東
京
都
港
区
芝
公
園
二
丁
目
四

番
一
号
Ａ―

一
〇
階 



  

三 
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二 

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類 

 
 

仮
称

株
式
会
社
Ｔ
＆
Ｈ
エ
コ
み
ら
い
廃
棄
物
焼
却
処
理
事
業 

廃
棄
物
焼
却
等
施
設
の
新
設 

三 
対
象
事
業
が
実
施
さ
れ
る
べ
き
区
域 

 
 

市
原
市
八
幡
海
岸
通
一
番
一
の
一
部 

四 

事
業
計
画
概
要
書
の
送
付
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
七
月
五
日 

  
 

 

宅
地
建
物
取
引
業
法
に
基
づ
く
処
分 

 

宅
地
建
物
取
引
業
法

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号

第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
処
分
し
た

 

 
 

令
和
五
年
八
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
六
条
第
一
項
第
三
号
該
当 

一 

商
号 

プ
レ
ス
テ

ジ
株
式
会
社 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

東
金
市
川
場
一

〇
八
七
番
地 

三 

代
表
者
の
氏
名 

鈴
木
京
子 

四 

免
許
番
号 

千
葉
県
知
事

三

第
一
六
二
八
三
号 

五 

免
許
年
月
日 

令
和
四
年
二
月
二
十
四
日 

六 

処
分
の
内
容 

令
和
五
年
五
月
九
日
付
け
で
免
許
取
消
し 

特

定

調

達

公

告 

 

こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等
は

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で 

 

あ
る

 

 
 

 
 

            

                                    

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
次

の
と

お
り

落
札

者
等

に
つ

い
て

公
告

す
る

。
 

 
 

令
和

５
年

８
月

１
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

［
掲

載
順

序
］

 

 
①

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

名
称

及
び

数
量

 
②

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

所
在

地
 

③
落

札
者

又
は

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

 
④

落
札

者
又

は
随

意
契

約
の

相
手

方
の

氏
名

及
び

住
所

 
⑤

落
札

金
額

又
は

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
 

⑥
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

手
続

 

 
⑦

入
札

公
告

日
 

⑧
随

意
契

約
に

よ
る

場
合

は
そ

の
理

由
 

⑨
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

 
①

交
通

管
制

セ
ン

タ
ー

上
位

シ
ス

テ
ム

設
備

賃
貸

借
 

一
式

 
②

千
葉

県
警

察
本

部
総

務
部

会
計

課
 

千
葉

市
中

央
区

長
洲

一
丁

目
９

番
１

号
 

③
令

和
５

年
６

月
２

１
日

 
④

三
井

住
友

ト
ラ

ス
ト

・
パ

ナ
ソ

ニ
ッ

ク
フ

ァ
イ

ナ
ン

ス
株

式
会

社
 

東
京

都
港

区
芝

浦
一

丁
目

２
番

３
号

 
⑤

５
４

７
，

４
７

０
，

０
０

０
円

 
⑥

一
般

競
争

入
札

 
⑦

令
和

５
年

５
月

２
日
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購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 

一
二
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三

二
二
三

二
六
五
八 

 


